
慰労金 実績報告書、県ホームページで公開 

 

多くの医療従事者が受け取ることができる「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」につ

いて、県から振り込まれた慰労金を対象者に渡した後に必要な実績報告の対応方法が県ホームページで

公開されました。 

 

慰労金については、まず毎月 15日～月末までの受付期間（申請自体は 2021年 2月末まで可能ですが、

原則として 2020年 12月 28日までの申請が求められています）に申請し、対象者全員分の慰労金を振り込

んでもらいます。振り込まれる時期の目安は、受付された月の翌月末ごろです（例えば 2020年 8月末までに

受付された場合、9月末ごろに振り込まれていました）。 

 

振り込まれた慰労金を各対象者に渡した後、実績報告書等の提出をすることで手続きが完了します。実

績報告をする時期については、県から慰労金が振り込まれてから 1 か月以内をめどに行うようにしてくださ

い。 

 

なお、申請に必要な書類およびマニュアルなどは神奈川県ＨＰからダウンロードできます。下図の赤い囲

みのところにございます。 

※神奈川県ホームページ  https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t3u/f533/sienkintop.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下に 

スクロール 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t3u/f533/sienkintop.html


今回公開された慰労金の実績報告の流れは下図のとおりです。マニュアルも参照していただき、ご対応く

ださい。 

 

（お問い合わせ先） 

神奈川県慰労金・支援金（医療）専用ナビダイヤル 

電話番号 0570-033-160 （受付時間…平日 10 時～17 時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（慰労金 実績報告の流れ） 

◆ご用意いただく書類 

 様式第７号「医療機関等が都道府県に提出する慰労金給付にかかる実績報告書」 

 様式第８号「医療機関等が都道府県に慰労金給付に係る実績報告を行う報告様式」 

 医療従事者等一人一人に報告額と 同額の慰労金の給付が確認できる書類（委託業者等 雇

用者の給付確認書類を含む） 

（例） 

★現金で手渡しの場合 受領簿（受取日、金額、氏名、本人の押印※ 

※氏名を自署した場合、本人の押印は省略可。 

※決まった書式はなく、ご自身で作成可能です。 

★銀行振込の場合  ファームバンキングの振込記録など（振込明細書など） 

※実際に負担した振込手数料が確認できる書類 

※現金手渡し、もしくは手数料０円の場合は不要 

 万一精算額が生じた場合、それに関する説明文書（氏名・金額・未給付の理由） 

※精算額が生じない場合や、振込手数料を理由とした 

精算額のみの場合は不要です。 

 

◆提出方法 

 下記の送付先へ「郵送」してください。 

 ※慰労金の最初の申請時、オンライン・Ｗｅｂで対応された方も「郵送」でお願いします。 

 

（送付先） 

〒231-8588 

横浜市中区日本大通 1 

神奈川県医療課医療整備グループ 慰労金担当宛 

※封筒に朱書きで「新型コロナウイルス感染症対応従事者 慰労金交付事業 実績報告書在中」

とご記入ください。 


